
 

 

 

 

 

生涯学習センター大規模改修電気設備工事請負契約等の 

一部変更に係る専決処分について 

 

 

１ 専決処分の対象案件 

    

No 件名 変更前契約金額 変更後契約金額 差引増減額 

1 
生涯学習センター大規模改修

電気設備工事 
1,419，0００，０００円 １，４２７，９５９，１４０円 ８，９５９，１４０円 

2 
生涯学習センター大規模改修

空調設備工事 
1,５７４，１００，０００円 1,５８３，９０６，２８０円 ９，８０６，２８０円 

３ 
生涯学習センター大規模改修

給排水設備工事 
７０７，５２０，０００円 ７０８，００９，０６０円 ４８９，０６０円 

４ 
金曾木小学校大規模改修及

び増築工事 
2，178，000，０００円 2，17９，０６２，３６６円 １，０６２，３６６円 

５ 
金曾木小学校大規模改修及

び増築電気設備工事 
544，500，０００円 ５５０，９２３，７７１円 ６，４２３，７７１円 

６ 
金曾木小学校大規模改修及

び増築空調等設備工事 
715，000，０００円 7２６，８４０，９４７円 １１，８４０，９４７円 

 

 

２ 変更の理由 

   賃金水準及び物価水準の変動に伴い、工事請負契約約款第２５条第６項の規定によ

る請求があったため。 

 

 

３ その他  

   対象案件の金額の増額については、「議会の議決を得た契約の変更に関する区長の専

決処分の指定について」に基づき、令和７年１１月２１日付で専決処分を行いました。 

令和７年１２月１６日 
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